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(57)【要約】
【課題】グリースに少量添加しただけで従来のものよりも高い基油拡散防止性能を発揮す
る基油拡散防止剤の提供。
【解決手段】合成潤滑油を基油とするグリースに添加する基油拡散防止剤であって、炭素
数１～１４のパーフルオロアルキル基および／またはパーフルオロポリエーテル基を有し
、下式（１）で表される構造を有する化合物である、基油拡散防止剤。
【化１】

【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　合成潤滑油を基油とするグリースに添加する基油拡散防止剤であって、
　炭素数１～１４のパーフルオロアルキル基および／またはパーフルオロポリエーテル基
を有し、下式（１）で表される構造を有する化合物である、基油拡散防止剤。
【化１】

【請求項２】
　下式（２）で表される化合物である、請求項１に記載の基油拡散防止剤。
【化２】

　ただし、式（２）中の記号は以下の意味を示す。
　Ｒｆ：炭素数１～１４のパーフルオロアルキル基またはパーフルオロポリエーテル基。
　Ｘ、Ｙ：単結合または２価の連結基。
　Ｒ１、Ｒ２：それぞれ独立して水素原子、または置換基を有していてもよい１価の有機
残基であり、Ｒ１とＲ２は共同して環を形成してもよい。また、Ｒ１およびＲ２はそれぞ
れＸの一部と共同して環を形成してもよい。
【請求項３】
　基油拡散防止剤を添加した、合成潤滑油を基油とするグリースであって、
　前記基油拡散防止剤が請求項１または２に記載の基油拡散防止剤であり、
　前記基油拡散防止剤を含むグリースにおける前記基油拡散防止剤の含有率が０．０１～
１５質量％であるグリース。
【請求項４】
　前記合成潤滑油が炭化水素系である請求項３に記載のグリース。
【請求項５】
　前記合成潤滑油がシリコーン系である請求項３に記載のグリース。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、グリース中の油分の拡散または滲みだしを防止する基油拡散防止剤、および
前記基油拡散防止剤を含むグリースに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、精密機器類の急速な高性能化および小型化に伴って、それらの機械的な回転部や
摺動部等に使用されているグリースに対するより優れた特性および品質が要求されるよう
になってきた。例えば、小型化された各種機構部、モータ類、各種ベアリング類、スイッ
チ類、接点類などに使用するグリースについては、高性能の、耐熱性、低湿性、軽トルク
性等が要求されている。
【０００３】
　このようなグリースとして従来用いられているグリースとしては、石けん系またはウレ
ア系等の増ちょう剤を低粘度の合成潤滑油からなる基油中に分散させたものが挙げられる
。
【０００４】
　しかし、このような基油として合成潤滑油を使用した従来のグリースにおいては、グリ
ース塗布後に時間が経過すると、グリース中の油分または油状添加剤が塗布面から拡散ま
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たは滲み出しする新たな問題が生じた。特に、基油の粘度が低い場合、グリースの稠度が
軟質な場合、または使用時もしくは貯蔵時の温度が高い場合に顕著であった。
【０００５】
　この問題の原因は、グリースが固体の増ちょう剤を液体の基油中に混合分散させた半固
体であるために、時間が経過すると液体の基油がグリースから分離して油分として拡がり
出すためであると考えられる。拡がり出した油分は機器類を汚したり、接点障害を引き起
こしたり、素材の表面に拡がってプラスチック等の基材に悪影響を及ぼしたりするため問
題である。
【０００６】
　上記問題を解決することを目的として、分子中にオキシエチレン基を主成分とするポリ
オキシアルキレン鎖と２以上ポリフルオロアルキル基を有する含フッ素化合物（特許文献
１）や、パーフルオロアルキル基およびポリオキシプロピレン基単位を有するフッ素系共
重合体（特許文献２）をグリースに添加する方法が提案されている。
【特許文献１】特開平１１－１２５８７号公報
【特許文献２】特開平０８－８１６９０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、特許文献１、２に記載のような従来の方法では、充分なグリースの基油
拡散防止性能は得られなかった。
　本発明の目的は、従来のものよりも高い拡散防止性能を有する、合成潤滑油を基油とす
るグリースに添加する基油拡散防止剤を提供することにある。また、このような基油拡散
防止剤を添加したグリースを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は次に示す（i）～（v）である。
（i）合成潤滑油を基油とするグリースに添加する基油拡散防止剤であって、炭素数１～
１４のパーフルオロアルキル基および／またはパーフルオロポリエーテル基を有し、下式
（１）で表される構造を有する化合物である、基油拡散防止剤。
【化１】

(ii)下式（２）で表される化合物である、上記（i）に記載の基油拡散防止剤。
【化２】

　ただし、式（２）中の記号は以下の意味を示す。Ｒｆ：炭素数１～１４のパーフルオロ
アルキル基またはパーフルオロポリエーテル基。Ｘ、Ｙ：単結合または２価の連結基。Ｒ
１、Ｒ２：それぞれ独立して水素原子、または置換基を有していてもよい１価の有機残基
であり、Ｒ１とＲ２は共同して環を形成してもよい。また、Ｒ１およびＲ２はそれぞれＸ
の一部と共同して環を形成してもよい。
（iii）基油拡散防止剤を添加した、合成潤滑油を基油とするグリースであって、前記基
油拡散防止剤が上記（i）または（ii）に記載の基油拡散防止剤であり、前記基油拡散防
止剤を含むグリースにおける前記基油拡散防止剤の含有率が０．０１～１５質量％である
グリース。
（iv）前記合成潤滑油が炭化水素系である上記（iii）に記載のグリース。
（v）前記合成潤滑油がシリコーン系である上記（iii）に記載のグリース。
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【発明の効果】
【０００９】
　本発明の基油拡散防止剤は、グリースに少量添加しただけでも高い基油拡散防止性能を
発揮する。また、本発明の基油拡散防止剤を含有する本発明のグリースは、炭化水素系の
合成潤滑油を基油とする場合においても、シリコーン系の合成潤滑油を基油とする場合に
おいても、同様に高い基油拡散防止性能を有する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　初めに本発明の基油拡散防止剤について説明する。
　本発明の基油拡散防止剤は、合成潤滑油を基油とするグリースに添加する基油拡散防止
剤であり、炭素数１～１４のパーフルオロアルキル基および／またはパーフルオロポリエ
ーテル基を有し、下式（１）で表される構造を有する化合物である。
【００１１】
【化３】

【００１２】
　このような化合物であれば、単量体であっても高分子であってもよい。例えばフルオロ
（メタ）アクリレートとアミノ基含有単量体との共重合体であってもよい。
【００１３】
　このような本発明の基油拡散防止剤は、次に示す式（２）で表される化合物（以下では
「化合物（２）」ともいう。）であることが好ましい。
【００１４】
【化４】

【００１５】
　ただし、式（２）中の記号は以下の意味を示す。
　Ｒｆ：炭素数１～１４のパーフルオロアルキル基またはパーフルオロポリエーテル基。
　Ｘ、Ｙ：単結合または２価の連結基。
　Ｒ１、Ｒ２：それぞれ独立して水素原子、または置換基を有していてもよい１価の有機
残基であり、Ｒ１とＲ２は共同して環を形成してもよい。また、Ｒ１およびＲ２はそれぞ
れＸの一部と共同して環を形成してもよい。
【００１６】
　式（２）中の記号について詳細に説明する。
　まずＲｆについて説明する。
　Ｒｆは、炭素数１～１４のパーフルオロアルキル基、または炭素数１～１４のパーフル
オロポリエーテル基であるが、パーフルオロアルキル基とはアルキル基の全ての水素原子
がフッ素原子に置換した基を意味する。また、パーフルオロポリエーテル基とはパーフル
オロアルキル基中の１箇所以上の炭素－炭素原子間にエーテル性酸素原子を挿入した基で
ある。炭素数は１～１４であるが、４～１２であることが好ましく、４～６であることが
より好ましい。また、パーフルオロアルキル基およびパーフルオロポリエーテル基は直鎖
状でも分岐状でも構わないが、直鎖状であることが好ましい。
【００１７】
　次に、上記式（２）におけるＸおよびＹについて説明する。
　ＸおよびＹは単結合または２価の連結基である。２価の連結基は特に限定されないが、
例えば置換基を有していてもよい２価の脂肪族炭化水素基が挙げられる。前記脂肪族炭化
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水素基中の炭素原子はエーテル性酸素原子、チオエーテル性硫黄原子、エステル結合、カ
ルボニル基などに置換されていてもよい。また、前記脂肪族炭化水素基中の水素原子は水
酸基などに置換されていてもよい。また、２価の連結基として好適なものは－（ＣＨ２）

ｍ－、－ＣＯ－、－ＮＨ－、－ＣＨ（ＯＨ）－、－ＣＨ（ＣＨ２ＯＨ）－、－Ｏ－、－Ｓ
－、またはこれらの組み合わせからなるものである。ここでｍは１～１０の整数を表す。
【００１８】
　また、Ｘ、Ｙは－（ＣＨ２）ｍ－、－ＣＨ（ＯＨ）－、またはこれらの組み合わせから
なる２価の連結基であることがより好ましい。
【００１９】
　次に、上記式（２）におけるＲ１およびＲ２について説明する。
　Ｒ１およびＲ２は、それぞれ独立して水素原子、または置換基を有していてもよい１価
の有機残基である。ここで１価の有機残基としては、例えば炭素数１～２０の１価の脂肪
族炭化水素基、芳香族炭化水素基、芳香族複素環基などが挙げられる。また、置換基とし
てはハロゲン原子、水酸基などが挙げられる。
　また、Ｒ１および／またはＲ２はＲｆを含んでもよく、Ｒｆ－Ｘ－で表される基（Ｒｆ
およびＸは上記式（２）で定義したとおりである。）を含んでもよい。また、Ｒ１および
／またはＲ２は式（１）で表される構造を含んでもよい。
　また、Ｒ１およびＲ２は、水素原子、炭素数が１～４のアルキル基、Ｒｆ－Ｘ－で表さ
れる基、または式（１）で表される構造を含む基であることが好ましい。このような中で
も、Ｒ１は水素原子または炭素数が１～４のアルキル基であることがより好ましく、Ｒ２

は式（１）で表される構造を含む基であることがより好ましい。
　また、Ｒ１およびＲ２は共同して環を形成してもよく、Ｒ１およびＲ２はそれぞれＸの
一部と共同して環を形成してもよい。
【００２０】
　さらに、このような中でも、Ｒ２は－Ｎ（Ｒ３）Ｒ４の構造であることがより好ましい
。つまり、本発明の基油拡散防止剤が、下式（３）で表される化合物（以下、「化合物（
３）」ともいう。）であることがより好ましい。
【００２１】

【化５】

【００２２】
　ここで式（３）中のＲ３およびＲ４は、それぞれ独立して水素原子または置換基を有し
ていてもよい１価の有機残基である。ここで置換基および１価の有機残基としては、上記
Ｒ１、Ｒ２で例示したものと同様のものが挙げられる。
　Ｒ３およびＲ４は、水素原子または置換基を有していてもよい炭素数１～２０の１価の
脂肪族炭化水素基であることが好ましく、水素原子、炭素数が１～２０のアルキル基、Ｒ
ｆ－Ｘ－で表される基、または式（１）で表される構造を含んだ基であることがより好ま
しく、水素原子、炭素数が１～２０のアルキル基、またはＲｆ－Ｘ－で表される基である
ことがさらに好ましく、水素原子または炭素数が１～４のアルキル基であることが特に好
ましい。
　また、Ｒ３とＲ４とは共同して環を形成してもよい。また、Ｒ３および／またはＲ４が
Ｒ１と共同して環を形成してもよい。
【００２３】
　また、本発明の基油拡散防止剤が化合物（３）である場合、Ｘが、－（ＣＨ２）ｍ－、
－ＣＨ（ＯＨ）－、またはこれらの組合せからなる連結基であることが好ましい。
【００２４】
　また、本発明の基油拡散防止剤が化合物（３）である場合、Ｙが、単結合またはアルキ
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ましい。ここでアルキレン基は直鎖状および分岐状のどちらでも構わない。これらの中で
も単結合またはアルキレン基であることがより好ましく、炭素数が２または３であるアル
キレン基であることがさらに好ましい。
【００２５】
　また、本発明の基油拡散防止剤が化合物（３）である場合、Ｒ１が、水素原子または炭
素数１～４のアルキル基が好ましく、水素原子であることがより好ましい。ここでアルキ
ル基は水酸基で置換されてもよい。また、Ｒ１がＲ３および／またはＲ４と共同して環を
形成した場合は、環が六員環であることが好ましい。
【００２６】
　本発明の基油拡散防止剤である化合物の具体的な構造としては下記のように例示できる
。ただし、本発明はこの例の範囲に制限されるものではない。
【００２７】
　構造１：式（３）において、Ｒｆ、Ｘ、Ｒ１、Ｙ、Ｒ３およびＲ４がそれぞれ以下の基
から選ばれる構造。
Ｒｆ：Ｃ４Ｆ９、Ｃ６Ｆ１３、Ｃ８Ｆ１７、Ｃ１０Ｆ２１、Ｃ１２Ｆ２５

Ｘ：ＣＨ２ＣＨ２、ＣＨ２ＣＨ（ＯＨ）ＣＨ２、ＣＨ２ＣＨ２ＯＣＨ２ＣＨ（ＯＨ）ＣＨ

２、ＣＯ
Ｒ１：Ｈ、ＣＨ３

Ｙ：ＣＨ２ＣＨ２、ＣＨ２ＣＨ２ＣＨ２

Ｒ３：Ｈ、ＣＨ３、Ｃ２Ｈ５、Ｃ４Ｈ９

Ｒ４：Ｈ、ＣＨ３、Ｃ２Ｈ５、Ｃ４Ｈ９、ＣＨ２ＣＨ２Ｃ４Ｆ９、ＣＨ２ＣＨ（ＯＨ）Ｃ
Ｈ２Ｃ４Ｆ９、ＣＨ２ＣＨ２ＯＣＨ２ＣＨ（ＯＨ）ＣＨ２Ｃ４Ｆ９、ＣＨ２ＣＨ２Ｃ６Ｆ

１３、ＣＯＣ６Ｆ１３、ＣＨ２ＣＨ（ＯＨ）ＣＨ２Ｃ６Ｆ１３、ＣＨ２ＣＨ２ＯＣＨ２Ｃ
Ｈ（ＯＨ）ＣＨ２Ｃ６Ｆ１３、ＣＨ２ＣＨ２Ｃ８Ｆ１７、ＣＨ２ＣＨ（ＯＨ）ＣＨ２Ｃ８

Ｆ１７、ＣＨ２ＣＨ２ＯＣＨ２ＣＨ（ＯＨ）ＣＨ２Ｃ８Ｆ１７、ＣＨ２ＣＨ２Ｃ１０Ｆ２

１、ＣＨ２ＣＨ（ＯＨ）ＣＨ２Ｃ１０Ｆ２１、ＣＨ２ＣＨ２Ｃ１２Ｆ２５、ＣＨ２ＣＨ（
ＯＨ）ＣＨ２Ｃ１０Ｆ２１

【００２８】
　このような中でも、Ｒｆ、Ｘ、Ｒ１、Ｙ、Ｒ３およびＲ４の各々が、以下の第１表に示
す各No.ごとの組合せの構造を有する化合物であることが好ましい。
【００２９】
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【表２】

【００３１】
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【表３】

【００３２】
【表４】

【００３３】
　構造２：式（３）において、Ｒ１とＲ３とが共同して環を形成した下式（４）で表され
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る構造。このような構造を有する化合物を、以下では「化合物（４）」ともいう。
　ただし、式（４）においてＭはＲ１とＲ３とが共同して環を形成した部分である。
　また、式（４）中のＲｆ、Ｘ、Ｙ、ＭおよびＲ４がそれぞれ以下の基から選ばれる構造
である。
　Ｒｆ：Ｃ４Ｆ９、Ｃ６Ｆ１３、Ｃ８Ｆ１７、Ｃ１０Ｆ２１、Ｃ１２Ｆ２５

　Ｘ：ＣＨ２ＣＨ２、ＣＨ２ＣＨ（ＯＨ）ＣＨ２、ＣＨ２ＣＨ２ＯＣＨ２ＣＨ（ＯＨ）Ｃ
Ｈ２、ＣＯ
　Ｙ：ＣＨ２ＣＨ２、ＣＨ（ＣＨ３）ＣＨ２

　Ｍ：ＣＨ２ＣＨ２、ＣＨ（ＣＨ３）ＣＨ２、ＣＨ２ＣＨ（ＣＯＯＨ）、ＣＨ２ＣＨ（Ｃ
Ｈ３）、ＣＨ３、Ｃ２Ｈ４、Ｃ４Ｈ９

　Ｒ４：Ｈ、ＣＨ３、Ｃ２Ｈ５、Ｃ２Ｈ４ＯＨ、Ｃ２Ｈ４ＯＣ２Ｈ４ＯＨ、Ｃ３Ｈ６ＮＨ

２、Ｃ６Ｈ５、Ｃ２Ｈ４Ｃ６Ｆ１３

【００３４】
【化６】

【００３５】
　このような中でも、Ｒｆ、Ｘ、Ｙ、ＭおよびＲ４の各々が、以下の第２表に示す各No.
ごとの組合せの構造を有する化合物であることが好ましい。
【００３６】

【表５】

【００３７】
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【表６】

【００３８】
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【表７】

【００３９】
　構造３：式（３）において、Ｒ３とＲ４とが共同して環を形成した下式（５）で表され
る構造。このような構造を有する化合物を、以下では「化合物（５）」ともいう。
　式（５）中のＲｆ、Ｘ、Ｒ１、ＹおよびＺはそれぞれ以下の基から選ばれる構造である
。
　Ｒｆ：Ｃ４Ｆ９、Ｃ６Ｆ１３、Ｃ８Ｆ１７、Ｃ１０Ｆ２１、Ｃ１２Ｆ２５

　Ｘ：ＣＨ２ＣＨ２、ＣＨ２ＣＨ（ＯＨ）ＣＨ２

　Ｒ１：Ｈ
　Ｙ：ＣＨ２ＣＨ２、ＣＨ２ＣＨ３ＣＨ２

　Ｚ：式（３）におけるＲ３とＲ４とが共同して環を形成した環構造であり、かつ窒素原
子を有し、さらに下式（６）または下式（７）で表される構造。
【００４０】

【化７】

【００４１】
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【化８】

【００４２】
【化９】

【００４３】
　このような中でも、Ｒｆ、Ｘ、Ｒ１、ＹおよびＺの各々が、以下の第３表に示す各No.
ごとの組合せの構造を有する化合物であることが好ましい。
　なお、第３表においては、Ｚが式（６）で表される構造の場合は「Ｐｉｐ」、式（７）
で表される構造の場合は「Ｍｏｒ」と表す。
【００４４】
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【表８】

【００４５】
　次に本発明の基油拡散防止剤の製造方法について説明する。
　本発明の基油拡散防止剤の製造方法は特に限定されず、例えば公知の方法で製造するこ
とができる。例えば、構造中に一級アミンと三級アミンとを持つジアミン化合物に対し、
パーフルオロアルキルカルボン酸エステルを作用させる方法が挙げられる。また、例えば
同様なジアミン化合物にエポキシド構造を持つパーフルオロアルキル化合物を作用させる
方法が挙げられる。
　その他の第１表から第３表に示したような特定構造の本発明の基油拡散防止剤は、市販
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で入手できる試薬を公知の方法（特殊な条件設定の無い、一般的な操作で反応させる方法
）で製造することができる。
【００４６】
　本発明の基油拡散防止剤を製造するために用いる原料は市販品を用いることができる。
例えばアミン原料であれば、和光純薬工業社、東京化成工業社などから試薬レベルで購入
可能である。また、広栄化学工業社から各種アミンは工業レベルで入手できる。また、例
えばパーフルオロアルキル化合物であればダイキン化成品販売社、ユニマテック社、ネオ
ス社から入手可能である。また、例えばパーフルオロポリエーテル化合物であれば、市販
のヘキサフルオロプロピレンオキシドを原料として用い、公知の方法で合成することがで
きる。
【００４７】
　次に、本発明のグリースについて説明する。
　本発明のグリースは、基油拡散防止剤を添加した、合成潤滑油を基油とするグリースで
あって、前記基油拡散防止剤が本発明の基油拡散防止剤であり、前記基油拡散防止剤を含
むグリースにおける前記基油拡散防止剤の含有率が０．０１～１５質量％であるグリース
である。
【００４８】
　本発明のグリースは、本発明の基油拡散防止剤の一種類のみを含有してもよいし、二種
類以上を含有してもよい。二種類以上を含有する場合の上記含有率は、それらの合計質量
の含有率を意味するものとする。
　この含有率は０．０５～１０質量％であることが好ましく、０．１～６質量％であるこ
とがより好ましい。このような含有率であると油分の拡散を十分に防ぐことができ、かつ
グリースそのものの機能を阻害し難いからである。
【００４９】
　また、本発明のグリースは合成潤滑油を基油とするが、用いることができる合成潤滑油
は特に限定されない。従来公知のものを用いることができる。例えば、ジエステル系合成
油、ポリオールエステル系合成油、合成炭化水素系合成油、フェニルエーテル系合成油、
シリコーン系合成油、フッ素系合成油などを用いることができる。
　このような中でも、フッ素系合成油以外の合成潤滑油を基油と用いることが好ましい。
本発明の基油拡散防止剤の効果が顕著に発揮されるからである。このような好ましい合成
潤滑油としてはジエステル系、ポリオールエステル系、炭化水素系、フェニルエーテル系
、シリコーン系が挙げられ、炭化水素系またはシリコーン系であることがより好ましい。
【００５０】
　本発明のグリースは増ちょう剤を含んでもよい。増ちょう剤は特に限定されず例えば公
知のものを用いることができる。例えば石けん系、ウレア系、その他有機物系、その他無
機物系の増ちょう剤を用いることができる。ここで石けん系としてはカルシウム石けん、
アルミニウム石けん、ナトリウム石けんなどが挙げられる。また、ウレア系としてはジウ
レア、トリウレア、テトラウレアなどが挙げられる。また、その他有機物系としてはナト
リウムテレフタラート、ＰＴＦＥなどが挙げられる。また、その他無機物系としては有機
化ベントナイト、シリカが挙げられる。
　このような中でも増ちょう剤は石けん系および／またはウレア系のものを用いることが
好ましい。
【００５１】
　本発明のグリースが増ちょう剤を含む場合、その含有率は、増ちょう剤を含むグリース
の全質量に対して１～３０質量％であることが好ましく、３～２５質量％であることがよ
り好ましく、５～２０質量％であることがさらに好ましい。
【００５２】
　また、本発明のグリースは、他の成分を含んでもよい。
　例えば、フェノール類、芳香族アミン類などの酸化防止剤、スルホネート類、エステル
類などの防錆剤、硫化油脂類、有機金属化合物などの極圧剤、ジチオ塩酸塩類、ジチオカ
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ルバミン酸塩類などの摩擦防止剤、ベンゾトリアゾールなどの腐食防止剤、ポリイソブチ
レンなどの増粘剤、二硫化モリブデン、ＰＴＦＥなどの固体潤滑剤などを含んでもよい。
【００５３】
　次に本発明のグリースの製造方法について説明する。
　本発明のグリースの製造方法は特に限定されず例えば公知の方法で製造することができ
る。
　例えば、本発明の基油拡散防止剤を添加する前のグリースは、前記合成潤滑油の中で増
ちょう剤を合成するけん化法、あるいは合成法によって製造することができる。また、例
えば予め合成されている増ちょう剤を前記合成潤滑油の中に添加する混合法によって製造
することができる。
　そして、このような方法で製造したグリースに、上記のような方法で製造した本発明の
基油拡散防止剤を添加すれば本発明のグリースを製造することができる。ここで、本発明
の基油拡散防止剤を添加する段階は限定されない。完成した市販のグリースに添加しても
よい。
【実施例】
【００５４】
　以下、実施例を用いて本発明をさらに具体的に説明する。ただし、以下に示す実施例は
本発明の例示を目的するものであり、本発明はこれに限定されない。
【００５５】
［グリースの調整］
　市販のグリースＡおよびＢに、下記の第４表に記載した化合物（a）～（h）を、第５表
および第６表に記載した含有率となるように添加した。ここで、添加後のグリースの全質
量が２０ｇとなるようにした。そして、スパチュラで簡単に混ぜた後、乳鉢を使用してす
りつぶすようによく混合した。
　化合物（a）～（h）は、ダイキン化成品販売社製のパーフルオロヘキシルアイオダイド
、３－パーフルオロヘキシル－１，２－エポキシプロパンなどのフッ素原料、アミン原料
としては和光純薬工業社製のＮ，Ｎ－ジエチルプロパンジアミンなどを用いて、公知公用
の方法で合成した。
【００５６】
　第５表および第６表の「化合物」の欄に記載した（a）～（h）の符号数字が、化合物の
符号に対応する。またこれらの表において「含有率」は、グリースＡまたはＢの質量と、
そこに加えた各化合物の質量とを合計した全質量に対する、各化合物の質量の割合を百分
率で表したものである。含有率（質量％）は、「添加した化合物の質量／（添加した化合
物の質量＋グリースＡまたはＢの質量）×１００」として表すことができる。
　化合物（a）～（e）を添加したグリースを実施例１～９とし、化合物（f）～（h）を添
加したグリースを比較例１～３とし、何も添加しなかったグリースを比較例４、５とした
。
　なお、表中のグリースＡは、マコトフックス社製、レノリット リチウムグリース、滴
点：２０３℃、稠度Ｎｏ．２である。また、グリースＢはダウ・コーニング社製、高真空
用グリース（ＨＩＧＨ　ＶＡＣＵＵＭ　ＳＩＬＩＣＯＮＥ　ＧＲＥＡＳＥ）である。
【００５７】
［油分拡散試験］
　図１を用いて説明する。
　調整した実施例および比較例のグリースを、容量１ｍｌのシリンジ(テルモシリンジ 中
口１ｍｌツベルクリン用)に詰めた。そして０．１ｍｌ分をすりガラスの表面上に、ほぼ
円形になるように乗せ、円の直径を測定した。この時のグリースの直径が［図１］中のＡ
である。
　次に、グリースを乗せたガラス板を６０℃の乾燥機に１８時間静置し、その後乾燥機か
ら取り出した。そして、すりガラスの表面のほぼ円形であって半透明になった部分の直径
を測定した。半透明になった部分は基油が拡散した部分である。この直径が［図１］中の
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Ｂである。ここで、「拡散率（％）＝（Ｂ－Ａ）／Ａ×１００」として、油分の拡散率を
測定した。測定結果は第５表および第６表に記載した。この結果から、本発明の基油拡散
防止剤は、少量の添加でも基油の拡散を防止する効果に優れることが分かった。
【００５８】
【表９】

【００５９】
【表１０】

【００６０】
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【表１１】

【図面の簡単な説明】
【００６１】
【図１】図１は実施例および比較例の油分拡散試験方法の説明図である。
【符号の説明】
【００６２】
　１：すりガラス
　２：グリースの基油の拡散部分
　３：グリース

【図１】
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